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○議長（山本研一） 

  皆さんおはようございます。 

ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、これより令和

７年２月随時会議を開催いたします。 

午前９時００分 開議 

○議長（山本研一） 

  ２月随時会議の議事日程案につきましては、お手元に送付のとおり、本日に開催

されました議会運営委員会において決定されたものです。 

  お手元に送付のとおりで、御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

  御異議なしと認め、２月随時会議の議事日程につきましては、議事日程表のとお

りと決定いたしました。 

  直ちに日程に入ります。 

  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。開成町議会会議規則第１２２条の

規定により、議長において、５番、武井正広議員、６番、星野洋一議員の両名を指

名します。 

  日程第２ 議案第５号 令和６年度開成町一般会計補正予算（第７号）について

を議題とします。 

  予算書の説明を順次、担当課長に求めます。 

  財務課長。 

○財務課長（高島大明） 

  それでは、議案第５号 令和６年度開成町一般会計補正予算（第７号）について、

御説明いたします。資料は２ページを御覧ください。 

  第１表 歳入歳出予算補正の歳入です。 

  １４款国庫支出金、１項国庫負担金から、２１款町債、１項町債まで、補正額の

計は１億７，１６１万９，０００円の増額です。 

  続いて資料は３ページを御覧ください。歳出になります。 

  ２款総務費、１項総務管理費から１３款予備費、１項予備費まで、補正額の計は

１億７，１６１万９，０００円の増額です。 

  歳入歳出ともに１億７，１６１万９，０００円増額し、総額８４億２，８０４万

６，０００円の予算額とするものです。 

  次に４ページを御覧ください。 

  第２表 繰越明許費補正です。今回は追加が４件となります。 

一番上段から３款民生費、１項社会福祉費、事業名物価高騰対策給付金給付関係

費、金額５，２７１万２，０００円です。こちらは物価高騰対策給付金の給付事務

が令和７年度にまたがることから、令和７年度にかけて予算を繰り越すものです。 

  次に、７款土木費、４項都市計画費、事業名都市計画推進事業費、金額８７８万
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５，０００円です。こちらは第８回線引き見直しに係る各種資料の作成及び開成町

都市計画マスタープラン改定に係る業務委託について当初は令和６年度に業務が完

了する予定でしたが、令和７年度にかけて策定する立地適正化計画と整合の取れた

改定が必要となることから、当該事業について、令和７年度にかけて事業を繰り越

すものとなります。 

  次に９款教育費、２項開成小学校費、事業名学校管理運営関係費、金額９７１万

３，０００円。続いて９款教育費、４項中学校費、事業名施設整備事業費、金額１

億１，６９７万４，０００円。こちらは開成小学校の多目的室及び印刷室へのエア

コン設置工事と文命中学校体育館への空調設備設置工事について、令和７年度にか

けて事業を繰り越すものとなります。 

  次に第３表 債務負担行為補正です。今回は１件の変更があります。 

  事項、外国語指導助手派遣業務委託、期間、令和６年度から令和９年度までで期

間の変更はありません。限度額は、補正前が限度額１，２８０万４，０００円。補

正後が限度額２，４１８万９，０００円です。 

  次に５ページを御覧ください。 

  第４表 地方債補正です。今回は１件の追加があります。 

  起債の目的、中学校空調設備設置事業債、限度額５，０００万円。起債の方法、

利率、償還の方法につきましては、記載のとおりです。 

  関連して最後のページ１６ページを御覧ください。 

  地方債の前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高

の見込みに関する調書です。表の中央は、補正前の額で、当該年度末現在高見込額

の一番下、合計は７２億５，９１３万１，０００円です。 

  次に表の右側、補正後の額で当該年度末現在高見込額の一番下、合計は７３億９

１３万１，０００円となります。 

  続いて補正予算の詳細説明に移ります。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明させていただきます。資料は９ペー

ジを御覧ください。 

  ２、歳入です。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

  それでは、９ページ歳入からになります。 

  １４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、説明欄、介護保険

低所得者保険料負担軽減負担金３２万５，０００円の減額でございます。低所得者

の介護保険料軽減分について、国が２分の１を負担するもので、介護保険事業特別

会計の繰出金の財源となるものでございます。令和６年度における介護保険事業特

別会計の歳入歳出の見込みがおおむね確定したことに伴いまして減額するものでご

ざいます。 

  その下になります。説明欄、障害者自立支援給付費負担金１２９万８，０００円

の増額。その下、障害児通所給付費負担金７万７，０００円の増額。これらは歳出
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側で御説明いたしますが障害児者の自立を図るための給付増に伴う国庫負担金を増

額するもので、いずれも負担率は２分の１です。 

○参事兼企画政策課長（岩本浩二） 

  続きまして、１４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１２

節地方創生交付金、説明欄、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金５，３５０

万８，０００円でございます。こちらは歳出側で御説明さしあげます物価高騰対策

給付金給付の財源といたしまして、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

につきまして収入をするものでございます。 

○参事兼学校教育課長（田中栄之） 

  続いて７目教育費国庫補助金、１節小学校費補助金、説明欄、公立学校施設整備

費補助金１６２万円です。後ほど歳出で御説明をいたします開成小学校多目的室と

印刷室への空調設備設置に対する国庫補助金でございます。 

  同じく２節中学校費補助金、説明欄、公立学校施設整備費補助金３，５００万円

こちらも後ほど歳出で御説明をします文命中学校体育館への空調設備設置に対する

国庫補助金でございます。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

  続きまして１５款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、説明欄、介護

保険低所得者保険料軽減県負担金、２４万６，０００円の減額でございます。低所

得者の介護保険料軽減分について、県が４分の１を負担するもので、介護保険事業

特別会計の繰出金の財源となるものでございます。介護保険事業特別会計の歳入歳

出の見込みが概ね確定したことに伴い減額するものでございます。 

  その下でございます。 

  説明欄、障害者自立支援給付費等負担金６４万９，０００円の増額。その下、障

害児通所給付費負担金３万８，０００円の増額。これらは障害者の自立を図るため

の給付増に伴う経費負担金を増額するものでいずれも負担率は４分の１でございま

す。 

○参事兼学校教育課長（田中栄之） 

  続いて１８款繰入金、１項基金繰入金、５目学校校舎等整備基金繰入金、３，０

００万円です。こちらは文命中学校体育館への空調設備設置の事業費に充当するた

め、基金を取り崩すものでございます。 

○財務課長（高島大明） 

  続いて１０ページ、２１款町債、１項町債、７目教育債、説明欄、中学校空調設

備設置事業債５，０００万円です。こちらは文命中学校体育館空調設備設置工事の

財源として町債を発行するものです。 

  歳入の説明は以上です。 

  続いて歳出の説明となります。 

  １１ページを御覧ください。 

○参事兼総務課長（山口哲也） 
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それでは歳出になります。 

  ２款総務費、１項総務管理費、８目電算管理費、説明欄、電算システム管理費町

村情報システム共同事業組合負担金７９万６，０００円の増です。物価高騰対策給

付金給付に係るシステム改修費負担金になります。 

○参事兼企画政策課長（岩本浩二） 

  続きまして、１２目諸費、２２節償還金、利子及び割引料でございます。 

  説明欄、過年度分精算金、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金精算金２１

２万３，０００円でございます。こちらは令和５年度物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金を活用した繰越事業の完了による実績報告に伴いまして、不用額を精

算し、返還するものでございます。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

  続きまして、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、説明欄、介護

保険事業特別会計繰出金４８９万６，０００円の増額でございます。介護給付費の

伸びに伴って、歳入で御説明した低所得者の介護保険料軽減分を差し引いた町の法

定負担分について介護保険事業特別会計へ繰り出すものです。 

  ５目障害者福祉費、説明欄、自立支援給付関係費３１２万６，０００円の増額で

ございます。障害者総合支援法や児童福祉法に基づき、各種障害者向けのサービス

の給付について１１月にお認めいただいた４号補正からさらに不足が見込まれるた

め、不足する給付費を増額するものです。 

  続きまして、１２目価格高騰重点支援給付金関係費物価高騰対策給付金給付関係

費５，２７１万２，０００円の増額でございます。昨年１１月に政府が閣議決定い

たしました国民の安全安心と持続的な成長に向けた総合経済対策に基づきまして、

令和６年１２月１３日時点で開成町にお住まいで令和６年度分の住民税均等割が非

課税である世帯に３万円、当該世帯の１８歳以下の子ども１人に対し２万円を給付

するものでございます。対象者は１，５００世帯と３００人の子どもを見込んでお

り、その財源は先ほど歳入で御説明した国庫補助金の物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金を充当いたします。会計年度任用職員報酬、職員手当等、費用弁償は

事務処理のための人件費等になってございます。その下、消耗品費、通信運搬費、

手数料、事務機器等保守業務委託料、障害者優先調達委託料は郵送や口座振替手数

料などの事務処理に要する経費でございます。低所得者支援及び子ども加算給付金

が給付金の対象者への給付金となってございます。 

  次のページをお開きください。 

○参事兼学校教育課長（田中栄之） 

  続いて９款教育費、２項開成小学校費、１目学校管理費１４節工事請負費、説明

欄１つ目になります。多目的室エアコン設置工事費８２６万１，０００円。開成小

学校の普通教室においてエアコンを設置されていないのは、２階と３階にある多目

的室の２教室のみとなってございます。この２つの教室についても個別学習等で使

用する機会が増えていることから、空調設備を設置しまして、良好な教育環境を確
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保するものでございます。 

  ２つ目が印刷室エアコン設置工事費１４５万２，０００円。印刷室については部

屋の配置状況により窓を開けられず、温度調節ができないため、夏は非常に暑く、

冬は非常に寒い状況にございます。よってここで空調設備を設置し、環境改善を図

るものでございます。 

  なお、この２つの事業につきましては、４ページ第２表、繰越明許費補正になり

ますように、翌令和７年度への繰越事業となってございます。 

  次に４項中学校費、１目学校管理費、説明欄、１つ目、学校管理運営関係費、令

和７年度から特別支援学級が１クラス増となる見込みでございます。その対応とし

まして消耗品費において、壁かけ型扇風機、パーティションを購入、アコーディオ

ンカーテンの設置工事により教室を改修するものでございます。また屋外時計が老

朽化により故障しており、体育の授業、部活動をはじめとする屋外活動に支障を来

していることから、屋外時計の更新工事を実施するものでございます。 

  ２つ目になります。施設整備事業費です。文命中学校体育館空調設備設置工事費

及び同工事監理業務委託料でございます。工事費は１億９９４万５，０００円、そ

して同工事に係る監理業務委託料として７０２万９，０００円を計上してございま

す。本事業に当たりましては歳入で御説明しました国の補助金学校環境改善交付を

活用してまいります。なおこの２つの事業につきましても、４ページ第２表へ繰越

明許費補正になりますように翌令和７年度への繰越事業となってございます。 

○参事兼学校教育課長（田中栄之） 

続いて１３款予備費です。今回の補正による歳入歳出の差額について予備費を２，

００６万円減額することにより調整します。 

  説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（山本研一） 

  説明が終わりましたので質疑を行います。質疑をどうぞ。 

  ５番、武井議員。 

○５番（武井正広） 

５番、武井です。 

  １１ページになりますけども、物価高騰のところのお話なのですが、ここは先ほ

ど１，５００世帯が対象だというお話があったのですが、この中でいわゆる年金受

給世帯というのはどのくらいと考えてよろしいでしょうか。 

○議長（山本研一） 

参事兼福祉介護課長。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

ただいまの御質問につきまして、お答えいたします。 

年金受給世帯ということですが、現時点では予算計上をするために課税情報のみ

でカウントしてございまして、申し訳ございません。その内訳までは把握しないと

いう状況でございます。 
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○議長（山本研一） 

  ５番、武井議員。 

○５番（武井正広） 

ここの部分は毎回こういった支給のことがあるときに私のほうで伺っているので

すが、いつも回答は同じなのですが、その辺りというのもかなり必要な情報なのか

なというところもありますので、今日はということですけれども、今後その辺りも

把握していただけると大変ありがたいなと思いますが、いかがですか。 

○議長（山本研一） 

参事兼福祉介護課長。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

ただいまの御意見、御質問でございますが、課税情報とその年金受給者情報とい

うのが必ずしもシステム上一致しているわけではないという状況がございまして、

申し訳ございません。その情報を引き出すためにはかなり工夫なりをしないとちょ

っと性質別にはちょっとリンクしていないものですから出てこないという状況で御

理解いただければなと思います。 

○議長（山本研一） 

そのほか、質疑ございませんか。 

１番、清水議員。 

○１番（清水友紀） 

１番、清水です。１４ページの会計年度任用職員の報酬などですけれども、こち

らはやはり時間外勤務手当や通勤手当というのは基本的にゼロというところですけ

れども、やはりこちらの正規の職員ではない方々の手当が限られるというのは実際

の勤務とあっているのかどうか、時間外ですとか通勤手当、主に町内の方々がと、

そのような採用をされているのか。こちらの手当と実務、実際の状況などについて

御説明をお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

参事兼福祉介護課長。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

ただいまの御質問にお答えいたします。 

今御質問のあった会計年度任用職員につきましては、物価高騰対応の給付金の関

係でこの期間限定で雇用する予定でございます。具体にまだ予算も通ってございま

せんし、人選を進めているわけではないですが、ある程度想定される人、一般的に

はこのぐらい、できるだけ慣れている方がいいかなとは思っているのですが、想定

した場合にかかる人件費、交通費等がこれぐらい必要だろうという想定で予算計上

をさせていただいてます。 

○議長（山本研一） 

ほかに質疑ございませんか。 

  ５番、武井議員。 
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○５番（武井正広） 

５番、武井です。１２ページの施設整備事業費、文命中学校の体育館の空調設備

のところについてですが、ようやくということで大変ありがたいことだと思ってお

るのですが、その工事の概要というか、何となく私の前からのイメージですと、壁

に大きな空調エアコンが何台かついてと思っているのですけれども、その辺りをち

ょっと分かりやすく簡単に説明していただけますでしょうか。 

○議長（山本研一） 

参事兼学校教育課長。 

○参事兼学校教育課長（田中栄之） 

それではお答えしたいと思います。大きくは２つに分かれます。１つはいわゆる

断熱工事、屋根をもう１つ、二重に架ける形で、いわゆる太陽光の熱が直接伝わら

ないようにして断熱効果を出すというものが１点、もう一点は空調、ただいま御発

言ありましたように壁かけ型のエアコンを壁に設置をしていくという、この２つの

大きな工事の中身になってございます。 

○議長（山本研一） 

ほかに質疑ございませんか。 

９番、佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

９番、佐々木昇です。 

１２ページ、今と同じところ教育費学校管理費のところですけれども、２点だけ

確認させてください。工事予定をちょっと現状分かるようでしたら教えていただき

たい。 

○議長（山本研一） 

参事兼学校教育課長。 

○参事兼学校教育課長（田中栄之） 

お答えしたいと思います。せっかく設置するわけですから、１日でも早くという

考えはあるのですが、御案内のように学校施設でございますからやはり授業や部活

等で使うことを考えますと、メインの工事日間はやはり長期休業中、いわゆる夏休

みになろうかと思います。ですから９月早々には使える状態にするのをまず目処と

しまして工事を始める。ただ途中で、例えば施設の設置ができて使える状態になれ

ば、先行してそちらを使っていくということで、これは現場の取り合いもございま

すので、今お答えできることは可及的速やかに対応していって、１日でも早くとい

うお答えをさせていただければと思います。 

○議長（山本研一） 

９番、佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

９番、佐々木昇です。 

やっぱりエアコンですので、暑い時期ということで長期休暇というところで夏休
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みというのをいたし方ないと思いますけども、その中でも工事が終了後、使用でき

るようになったら使用できる、また１日でも早くという答弁いただきましたので、

ぜひその辺しっかりとやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（山本研一） 

そのほか、質疑ございませんか。 

１番、清水議員。 

○１番（清水友紀） 

すみません。４ページの繰越明許費補正ですけれども、４点ありまして、そのう

ち以降２つ目の土木費以外のところは今回の補正で給付金などが加わって変わった

というところを理解しましたけれども、２つ目のこの都市計画費に関しては、８７

８万、先ほど御説明ありましたが、この金額というのは当初予算に含まれていた金

額です。それが昨年の１１月に立地適正化計画を行うのでと変更されたのですけれ

ども、その間、議会側としてはそこで初めて立地適正化計画が出てきたと思うので

すけれども、この３月の予算を組んだところから、その間どのような議論があって、

１１月に、これは令和７年度に繰り越そうという話になったのか、ちょっとそこが

見えないまま金額が繰越しになっているのですけれども、詳しく御説明いただけた

らと思います。 

○議長（山本研一） 

都市計画課長。 

○都市計画課長（柏木克紀） 

それでは、ただいまの御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

立地適正化計画についてましては当然ながら補正予算をさせていただいたときに

御説明をさせていただきましたけれども、本来であれば開成町は立地適正化計画を

つくる必要性が必ずしもあるかということではなかったというところで、当初の予

算では上げてなかったところです。た、だやはり、これからのまちづくりを考えて

いく中ではしっかりと、立地適正化計画も含めて考えていかなければいい町はつく

れないのではないかというところで１１月に補正予算を上げさせていただいて、立

地適正化計画をつくろうというところでお認めをいただいたところです。 

今回の都市計画上の繰越しをさせていただくものに関しましては、もともとのマ

スタープランを２か年でやらせていただいていたお金を立地適正化計画に合わせて、

当然ながら修正をさせていただきたいと思ってございましたので、今回この時期に

変更契約をさせていただきたいというところがございましたので、２月の補正予算

で繰越しを上げさせていただいたというところになってございます。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

ほかに質疑はございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 
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  ないようですので続いて討論を行います。 

  討論のある方いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

  討論がないようですので採決を行います。 

  議案第５号 令和６年度開成町一般会計補正予算（第７号）について、原案に賛

成の方は賛成ボタンを反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れ

はございませんか。採決を締め切ります。 

 （賛 成 者 全 員） 

  採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

○議長（山本研一） 

  日程第３ 議案第６号 令和６年度開成町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）についてを議題とします。 

予算書の説明を担当課長に求めます。 

参事兼福祉介護課長。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

それでは、議案第６号 令和６年度開成町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）の御説明をさせていただきます。 

ファイル名につきましては、０２議案第６号のものを御覧ください。 

初めに２ページを御覧ください。 

第１表 歳入歳出予算補正、歳入、１款保険料から７款繰入金まで。 

次の３ページ、歳出。歳出は２款保険給付費から７款予備費まで。 

歳入歳出ともに５，１１１万９，０００円を追加し、補正後の額を１５億３，４

５６万５，０００円とするものです。 

今回の補正要因について御説明をいたします。 

当初予算で見込んだ各種給付費に対し一旦１１月随時会議の２号補正で不足見込

み分の補正をお認めいただけましたが、年度後半の給付が見込み以上に伸びている

ため、不足する給付費をその財源と合わせて補正するものです。 

予算に関する説明書７ページを御覧ください。 

２、歳入でございます。 

１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、説明欄、現年度分特

別徴収保険料を１，０６１万５，０００円の増額及び現年度分普通徴収保険料６４

４万７，０００円の増額。これらは６５歳以上の第１号被保険者の保険料について

実態を踏まえ、当初予算から約５％増を見込むものでございます。 

第１号被保険者の介護保険料につきましては令和６年度から改定し、当初予算編

成に当たり、約４，７００人分の保険料を見込んでおりました。 

見込みの人数はおおむね予定どおりでございましたが、内訳とした所得階層の人

数の見込みのずれから保険料が予定よりも約１，７００万円多く収入できる見込み
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であるため補正するものでございます。 

続きまして、３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、説明欄、

現年度分介護給付費負担金８６０万９，０００円の増額。 

２項国庫補助金、１目調整交付金、説明欄、現年度分調整交付金２，６９０万５，

０００円の増額。 

４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、説明欄、現

年度分介護給付費交付金１，１９４万８，０００円の増額。 

５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金、説明欄、現年度分介護給

付費県負担金、５７９万９０００円の増額。 

７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、説明欄、現年度分介

護給付費繰入金５５４万４，０００円の増額。 

以上これらにつきましては、介護給付費の増額に伴い国、県、町からの財源をそ

れぞれ増額するものでございます。 

説明欄その下になります。 

７目低所得者保険料軽減繰入金、説明欄、低所得者保険料軽減繰入金６４万８，

０００円の減額でございます。一般会計で受けた国県補助金に合わせ低所得者に対

する保険料軽減分について見込額に基づき減額するものでございます。 

８ページを御覧ください。 

２項基金繰入金、１目介護保険財政調整基金繰入金、説明欄、介護保険財政調整

基金繰入金２，４１０万円の減額でございます。 

保険料収入を含む歳入と歳出の見通しが概ね定まったことにより基金からの繰入

れを減額するものでございます。 

９ページを御覧ください。歳出でございます。 

なお、これから御説明する目の中で、説明欄が給付費のみのものにつきましては、

説明欄の給付費名称の読み上げを省略させていただきますので、恐れ入りますが御

承知おきください。 

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費１，３

７４万２，０００円の増額です。保険給付費増に伴い、当初予算から３％増を見込

むものでございます。 

３目施設介護サービス費５１０万６，０００円の増額です。こちらも給付費増に

伴い、当初予算から６％増を見込むものでございます。 

７目居宅介護サービス計画給付費７１万６，０００円の増額です。保険給付費増

に伴い、当初予算から１％増を見込むものでございます。 

９目地域密着型介護サービス給付費、１，８０７万９，０００円の増額です。こ

ちらも給付費増に伴い、当初予算から１３％増を見込むものでございます。 

２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス費１４１万９，０００円の

増額です。こちらも給付費増に伴い、当初予算から６５％増を見込むものです。 

３目地域密着型介護予防給付費５５万９，０００円の増額です。給付費の増に伴
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い当初予算から１２％増を見込むものです。 

７目介護予防サービス計画給付費２９万３，０００円の増額です。全体の保険給

付費増に伴い、ケアプラン作成の給付について当初予算から１７％増を見込むもの

でございます。 

１０ページを御覧ください。 

３項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス費４３６万８，０００円の増

額です。給付費の増に伴いまして、要介護認定者のうち個人負担限度を超過した方

への給付として、当初予算から２２％増を見込むものでございます。 

２目高額介護予防サービス費８，０００円の増額です。給付費増に伴い、要支援

認定者のうち、個人負担限度額を超過した方への給付として当初予算から微増分を

見込むのです。 

４項その他諸費、１目審査支払手数料２万３，０００円の増額です。介護給付費

の増に伴い介護サービスの審査機関である国保連に対し支払う手数料を増額するも

のでございます。 

５項特定入所者介護サービス等費、３目特定入所者介護予防サービス費２，００

０円の増額です。低所得者が利用する施設サービスの居住費等の給付として当初予

算では窓口予算としていたものの、実績の見込みがあることから増額を見込むもの

でございます。 

３款地域支援事業費、１項介護予防・日常生活支援総合事業費、１目介護予防・

生活支援サービス事業費、説明欄介護予防・生活支援サービス事業費５５０万５，

０００円の増額です。この事業は要支援要介護認定前に予防的見地から受けられる

訪問型や通所型のサービス利用者への給付事業になります。件数の増加によりそれ

ぞれ増額するものでございます。 

手数料１万３，０００円の増額は、審査機関への支払手数料です。介護予防生活

支援サービス事業費負担金５１７万９，０００円の増は、サービス利用に関する給

付費です。 

介護予防ケアマネジメント事業負担金３１万３，０００円の増は、当該サービス

をマネジメントするケアマネジャーへの負担金です。 

７款１項１目ともに予備費１２９万９，０００円の増額は歳入歳出の差額を予備

費で調整するものです。 

全体の傾向について御説明をいたします。 

令和６年度の全体の認定者は、昨年度の８４４人を大きく上回り、令和６年１２

月現在で７３人増の９１７人、比率では８．６％の伸びとなってございます。 

特に要支援１、要支援２、要介護１の認定者の増加が著しく、この３区分の認定

区分で５２人の増。比率では１３．２％の伸びとなっており、居住系のサービスの

伸びが顕著となってございます。 

御説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 
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説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

ないようですので、続いて討論を行います。 

討論のある方いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

討論がないようですので、採決を行います。 

議案第６号 令和６年度開成町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

て、原案に賛成の方は賛成ボタンを反対の方は反対ボタンを押してください。ボタ

ンの押し忘れはございませんね。採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（山本研一） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

以上をもちまして、本２月随時会議に付議された案件の審議は全て終了いたしま

した。 

これにて散会いたします。 

皆様大変お疲れさまでした。 

午前９時４０分 散会 
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